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令和４年度　特別区民税・都民税申告の手引き

　特別区民税・都民税（以下、住民税）は、その年の１月１日現在に住所があった区市町村で、前年

中（１月１日から12月31日まで）の所得に基づいて課税される税金です。この申告書は、前年に提

出された方等にお送りしています。

申告書の提出期限は です令和4年3月15日（火）
※この申告書が届き次第、ご提出いただけます。

住民税申告書提出の要否判定

令和４年１月１日現在、世田谷区に居住して

いましたか。

世田谷区への住民税の申告は必要ありません。
※令和４年１月１日に居住していた区市町村にお問い合わせください。
　ただし、世田谷区に住民登録があり、国外や他区市町村に実際にお

住まいの方は、申告書裏面「14 令和４年１月１日現在、世田谷区
に住民登録しているが、実際は他の住所にお住まいであった方の記
載欄」に記入して世田谷区にご提出ください。

※世田谷区内に居住していなくても、世田谷区内に事務所・事業所又
は家屋敷がある方は申告書裏面「12 令和４年１月１日現在の住所
が世田谷区外にあり、世田谷区内に事務所・事業所又は家屋敷のあ
る方の記載欄」を記入してご提出ください。

住民税の申告は必要ありません。
　ただし、以下⑴～⑷に該当する場合は、住民税の申告が必要
です。
⇒P.2「2 収入のなかった方欄」（表面）・「5 収入のなかった

方の記載欄」（裏面）を参考に記入してください。
⑴　国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度・国民年金

に加入している方
⑵　各種児童関連手当等を受給している方
⑶　教育（例：就学援助）・高齢福祉（例：電話料金の助成）・

障害福祉（例：補装具費の支給）・保育等のサービスを受け
ている方
⑷　課税（非課税）証明書が必要な方
　（例：住宅関連・奨学金・シルバーパス・合計所得金額が
1,000万円を超える納税者の同一生計配偶者）

　※同一生計配偶者についてはP.4参照

住民税の申告が必要です。
この手引きを参考に、令和3年中の収入や控除について記入し

てご提出ください。

⇒P.2～ P.4参照

住民税の申告は必要ありません。
　ただし、上場株式等に係る配当所得・譲渡所得について、確
定申告と異なる課税方式を選択する場合には、住民税の申告が
必要です。
⇒P.2の「2 収入のなかった方」欄、「9 配当所得の記載欄」・
「10 株式譲渡（上場分・一般分）、先物取引所得の記載欄」参照

税務署に令和３年分の所得税の確定申告書を

提出しましたか（する予定はありますか）。

⇒P.6「確定申告について」参照

令和３年１月１日から12月31日までの間に

収入はありましたか。

※遺族年金、障害年金、福祉年金等、非課税収

入のみの場合は、「いいえ」に進んでください。

公的年金もしくは給与の源泉徴収票に記載

されている控除（社会保険料・生命保険料・

障害者・配偶者・扶養控除）の変更や医療費

控除等の申告をしますか。

「公的年金収入」「給与収入」以外の収入は

ありましたか。

勤務先から世田谷区に令和３年分の給
与支払報告書の提出がありますか。
※勤務先への確認をお願いします。

公的年金収入のみですか。

住民税の申告は必要ありません。
はい

　上記判定により申告の必要な方は、次ページ以降をご確認のうえ、特別区民税・都民税申告書を

ご提出ください。なお、「申告に必要なもの」や「申告書の提出方法」については、P.6をご覧ください。
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